
令和 7年 4月 1日 

 

「鹿児島市確認申請の手引き」改訂表 

項目 新 旧 

ペ ー

ジ 

 ペ ー

ジ 

 

表紙 － 令和 7年版 － 令和 6年版 

はじめに － 令和 7年 4月 － 令和 6年 4月 

利用上の注意点 － 令和 7年 4月 1日 － 令和 6年 4月 1日 

－ 令和 7年 4月 1日 一部改訂 － － 

目次 － 9 既存不適格建築物の大規模修繕等に係る建築物の敷

地と道路との関係等の認定（令第 137 条の 2第 6項、第

7 項）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  41 

－ － 

目次 － 大規模の修繕、模様替 － 大規模な修繕、模様替 



確認申請を要する建築物等一覧 

（1）建築物 

2  2 

 

確認申請を要する建築物等一覧 

（2）建築設備 

3 

 

3 

 



確認申請関連 必要な書類・部数 

確認申請書類［建築物］ 

5 

 

5 

 



確認申請関連 必要な書類・部数 

図面記入例 

6 

 

6 

 

協議先一覧 7 令和 7年 4月現在 7 令和 6年 4月現在 

協議先一覧 表 1  

1 項 法令・地域等 

7 宅地造成及び特定盛土等規制法 7 宅地造成等規制法 

協議先一覧 表 1  

12 項 

7 

 

7 追加 



協議先一覧 表 2  

3 項 

7 3 項を削り、4項から 23 項までを 1項ずつ繰り上げる 7 

 

協議先一覧 表 3  

16 項 

10 

 

10 追加 

(2)各種変更時に提出を要する

書類 

工事取りやめ届 

12 確認済証交付後、工事を取りやめる場合 

※確認済証又は通知書を添付 

 

12 確認済証交付後、工事を取りやめる場合 

 

(3)確認済証交付後に提出を要

する書類 

施工状況報告書 

13 法第 6条第 1 項第 2号に掲げる建築物 13 法第 6条第 1 項第 2号又は第 3号に掲げる建築物 

(4)完了検査時に提出を要する

書類 

完了検査申請 

14 

 

14 

 



第 3 章  手数料 

 

15 

 

15 

 



第 3 章  手数料 

 

16 

 

 追加 



第 3 章  手数料 

 

17 

 

 追加 

第 2 編  許認可等手続き 

事務処理の流れ 

23 削除 21 これらの許認可等については、条件が付与されている場

合もあります。建築確認申請において、これらの項目を

確認する必要があることから、許認可等を受けた後の建

築確認申請や完了検査申請等についても、引き続き本市

建築指導課に申請して下さるようお願い致します。 



建築物の敷地と道路との関係

の許可（法第 43 条第 2 項第 2

号） 

（1）許可の審査基準（一覧表） 

24 

 

22 

 

建築物の敷地と道路との関係

の許可（法第 43 条第 2 項第 2

号） 

（3）申請書類 

26 市ホームページに様式があります。 24 建築指導課に様式があります。 

建築物の敷地と道路との関係

の許可（法第 43 条第 2 項第 2

号） 

（3）申請書類 

26 ⑲その他：借地承諾書・確認書 24 ⑲その他：借地承諾書 

建築審査会の同意を要する建

築許可 

27 ※許可申請に係る手数料は、法第 44 条第 1 項第 2 号は

33,000 円、同項第 4 号は 160,000 円、法第 56 条の 2 は

160,000 円、法第 59 条の 2 は 160,000 円、法第 48 条は

180,000 円（建築審査会が不要な場合は 140,000 円、公聴

会・建築審査会共に不要な場合は 120,000 円）です。 

 

25 ※許可申請に係る手数料は、法第 44 条第 1 項第 2 号は

33,000 円、法第 44 条第 1 項第 4 号は 160,000 円、法第 56

条の 2 は 160,000 円、法第 59 条の 2 は 160,000 円、法第

48 条は 180,000 円です。 

 



仮設建築物の許可（法第 85 条

第 6 項及び第 7項） 

（2）手続きのフロー 

30 

 

28 

 

仮使用認定 31 法第 6 条第 1 項第 1 号、第 2 号の建築物 29 法第 6 条第 1 項第 1 号から第 3 号までの建築物 

仮使用認定 31 ※認定申請手数料は、120,000 円です。 31 追加 

建築物の敷地と道路との関係

の認定（法第 43 条第 2 項第 1

号） 

（3）申請書類 

41 市ホームページに様式があります。 39 建築指導課に様式があります。 

建築物の敷地と道路との関係

の認定（法第 43 条第 2 項第 1

号） 

（3）申請書類 

41 ⑮その他：借地承諾書・確認書 39 ⑮その他：借地承諾書 



既存不適格建築物の大規模修

繕等に係る建築物の敷地と道

路との関係等の認定 

（令第 137 条の 12 第 6 項、第

7 項） 

 

41 9 既存不適格建築物の大規模修繕等に係る建築物の敷

地と道路との関係等の認定 

（令第 137 条の 12 第 6項、第 7項） 

 

建築基準法では、法第 3条第 2項の規定により、一部の

規定の適用を受けない建築物（以下、「既存不適格建築

物」という。）において増改築や大規模修繕等を行う場

合、これらの規定について、現行基準への適合が必要と

なります。本認定は、接道規定（法第 43 条第 1 項）又

は道路内建築制限（法第 44 条第 1 項）の既存不適格建

築物における大規模修繕等で一定の条件を満たすもの

について、引き続きこれらの規定を適用しないことを特

定行政庁（鹿児島市長）が認めるものです。 

 

※手数料は、令第 137条の 12第 6項、第 7項共に 27,000

円です。 

41 追加 



低炭素建築物認定 46 

 

44 

 



低炭素建築物認定 47 

 

45 

 



低炭素建築物認定  削除 45-1 

 



建築物エネルギー消費性能の

向上等に関する法律に基づく

認定 

49 

 

47 

 



建築物エネルギー消費性能の

向上等に関する法律に基づく

認定 

50 

 

48 

 



建築物エネルギー消費性能の

向上等に関する法律に基づく

認定 

 削除 49 

 

鹿児島市建築基準法取扱い 

目次 

52 大規模の修繕、模様替  51 大規模な修繕、模様替 



大規模の修繕、模様替 63 

 

62  

代替進入口の進入を妨げる構

造について 

93 ■引用 

※1：「建築物の防火避難規定の解説 2023」、㈱ぎょうせい、

2024 年、P98 

 

92 ■引用 

※1：「建築物の防火避難規定の解説 2016(第 2 版)」、㈱ぎょう

せい、2021 年、P98 

 



敷地内通路の取扱い 94 

 

93 

 



敷地が区域等の内外にわたる

場合の取扱い 

98 

 

97 

 



一団の土地と接道義務の関係 99 

 

98 

 



太陽光発電設備等 130 

 

129  



擁壁の基準 131 

 

130 

 



工作物の土地区画整理法第 76

条許可 

133 

 

132 

 



既存不適格建築物の増改築 135 

 

134  

 

※上記のほか、ページの追加、削除に伴うページ数の改訂を行っています。 


